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38イ
ギ
リ
ス

最
賃
、
平
均
賃
上
げ
率
よ
り

低
率―

政
府
、
今
年
の
改
定

額
を
発
表

　

政
府
は
三
月
、
最
低
賃
金
制
度
に

関
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る
低
賃
金
委

員
会
（L

ow
 P
ay C

om
m
ission

）

の
報
告
書
を
う
け
て
、
二
〇
〇
八
年

一
〇
月
に
予
定
し
て
い
る
最
低
賃
金

の
改
定
額
を
発
表
し
た
。
新
た
な
最

賃
額
は
、
改
定
前
に
比
べ
て
二
一
ペ

ン
ス
増
の
五
・
七
三
ポ
ン
ド
と
な
る

（
注
）。
米
国
の
金
融
危
機
の
影
響

に
よ
り
今
後
、
減
速
が
予
想
さ
れ
る

経
済
情
勢
へ
の
配
慮
な
ど
か
ら
、
二

〇
〇
七
年
の
改
定
に
続
い
て
、
平
均

賃
金
の
上
昇
率
よ
り
低
く
抑
え
ら
れ

た
。
使
用
者
側
は
こ
の
緩
や
か
な
増

額
を
歓
迎
し
て
い
る
が
、
労
組
の
間

か
ら
は
不
満
の
声
も
上
が
っ
て
い
る
。

導
入
時
か
ら
五
割
増
、
対
平
均
賃

金
比
率
は
四
割
弱
で
推
移

　

イ
ギ
リ
ス
の
最
低
賃
金
制
度
は
、

低
賃
金
層
の
賃
金
水
準
の
適
正
化
や
、

こ
れ
を
通
じ
た
社
会
保
障
支
出
の
削

減
と
税
・
社
会
保
険
料
な
ど
の
収
入

の
増
加
に
よ
る
財
政
改
善
な
ど
を
目

的
に
、
労
働
党
政
権
が
一
九
九
九
年

に
導
入
し
た
。
原
則
と
し
て
、
義
務

教
育
期
間
を
終
え
た
一
六
歳
以
上
の

す
べ
て
の
労
働
者
に
全
国
一
律
で
適

用
さ
れ
（
自
営
業
者
、
徒
弟
労
働
者
、

農
業
労
働
者
な
ど
一
部
は
除
外
）、

二
二
歳
以
上
の
労
働
者
に
対
す
る
基

本
額
の
ほ
か
、
一
八
〜
二
一
歳
層
お

よ
び
一
六
〜
一
七
歳
層
に
、
よ
り
低

い
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
適
用
対

象
者
の
九
割
以
上
を
占
め
る
二
二
歳

以
上
層
向
け
の
基
本
額
で
み
る
と
、

最
賃
額
は
制
度
導
入
時
の
三
・
六
〇

ポ
ン
ド
か
ら
二
〇
〇
七
年
改
訂
ま
で

で
五
割
強
増
加
し
て
い
る
計
算
だ
が
、

こ
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
全
体
の
賃
金
や

物
価
も
上
昇
し
て
い
る
た
め
、
実
質

的
な
増
加
分
は
四
％
ポ
イ
ン
ト
程
度

に
と
ど
ま
る
。
な
お
、
平
均
賃
金
に

対
す
る
比
率
は
四
割
弱
で
推
移
し
て

い
る
。

　

最
賃
制
度
の
導
入
以
降
、
低
賃
金

委
員
会
が
、
ほ
ぼ
毎
年
行
わ
れ
て
い

る
最
賃
額
の
改
定
を
実
質
的
に
担
っ

て
い
る
。
同
委
員
会
は
、
政
府
の
毎

年
の
諮
問
を
受
け
て
、
改
定
額
の
水

準
や
最
賃
制
度
の
経
済
・
雇
用
状
況

へ
の
影
響
を
中
心
に
調
査
・
研
究
を

実
施
す
る
ほ
か
、
平
均
賃
金
・
物
価

の
動
向
、
政
労
使
等
か
ら
の
意
見
な

ど
を
考
慮
の
う
え
、
報
告
書
と
し
て

取
り
ま
と
め
て
い
る
。
今
回
の
改
定

に
関
す
る
委
員
会
の
報
告
書

（"N
ational M

inim
um
 W
age - 

L
ow
 P
ay C

om
m
ission R

eport 
2008"

）
は
、
最
賃
を
め
ぐ
る
状
況

を
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

低
賃
金
層
は
女
性
・
パ
ー
ト
労
働

者
が
多
く
、
小
売
業
に
集
中

　

報
告
書
に
よ
れ
ば
、
最
低
賃
金
以

下
の
賃
金
水
準
の
雇
用
者
の
約
三
分

の
二
が
女
性
で
、
就
業
形
態
別
で
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
六
割
を
占
め
る
。

ま
た
、
人
種
別
に
は
パ
キ
ス
タ
ン
・

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
系
を
中
心
と
す
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
年

齢
別
に
は
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
層

（
特
に
女
性
）
や
二
二
〜
二
五
歳
も

し
く
は
そ
れ
以
下
の
若
年
層
、
あ
る

い
は
障
害
者
な
ど
の
層
で
特
に
比
率

が
高
い
。
さ
ら
に
、
企
業
規
模
別
で

は
小
規
模
企
業
ほ
ど
低
賃
金
労
働
者

を
雇
用
す
る
傾
向
に
あ
る
（
一
〜
九

人
規
模
で
一
〇
％
以
上
、
一
〇
〜
四

九
人
規
模
で
も
八
％
）。業
種
別
に
は
、

理
髪
業
、
清
掃
業
、
飲
食
・
宿
泊
業

（H
ospitality

）
な
ど
に
多
い
。
た

だ
し
絶
対
数
で
は
、
小
売
業
（
三
三

五
万
人
）、
飲
食
店
・
宿
泊
業
（
一

八
一
万
人
）
お
よ
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ケ
ア
（
育
児
・
介
護
等
の
公
的
な
サ

ー
ビ
ス―

一
一
六
万
人
）
の
三
業
種

で
、
国
内
の
低
賃
金
雇
用
者
の
過
半

数
を
占
め
て
い
る
。

　

最
賃
制
度
の
導
入
は
、
こ
れ
ら
の

層
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
の
か
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ

こ
数
年
の
雇
用
状
況
は
、
低
賃
金
業

種
を
中
心
に
改
善
す
る
傾
向
に
あ
り
、

求
人
も
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
主

と
し
て
小
規
模
・
零
細
企
業
（
一
〜

四
九
人
）
で
の
雇
用
増
が
こ
れ
を
支

え
て
お
り
、
中
規
模
企
業
（
五
〇
〜

二
四
九
人
）
や
大
企
業
（
二
五
〇
人

〜
）
で
は
、
む
し
ろ
雇
用
は
減
少
傾

向
に
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
間
、
女
性
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
障
害
者
の
雇
用
は
、

こ
の
一
〇
年
間
増
加
し
て
お
り
、
最

賃
制
度
の
導
入
に
よ
る
悪
影
響
は
見

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
低
所
得
層
で
は

男
女
間
の
賃
金
格
差
が
顕
著
に
縮
小

し
て
お
り
、
こ
れ
は
女
性
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
賃
金
水
準
の
向
上
を

主
に
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
も
、
低
所
得
層
を
中

心
に
所
得
水
準
が
改
善
し
て
い
る
。

　

一
方
、
若
者
の
雇
用
状
況
等
に
つ

い
て
は
、
特
に
二
〇
〇
四
年
以
降
、

一
八
歳
層
を
中
心
に
失
業
者
、
非
労

働
力
人
口
と
も
に
拡
大
が
み
ら
れ
る
。

報
告
書
は
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
東

海
外
労
働
事
情

最低賃金額（22歳以上）の推移
単位：ポンド、％

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
最賃額 3.60 3.70 4.10 4.20 4.50 4.85 5.05 5.35 5.52 5.73 
増加率 2.8 10.8 2.4 7.1 7.8 4.1 5.9 3.1 3.8
未満率 * 0.9   0.9  1.3  0.9 1.0  1.0  1.0  1.0 
対平均賃金比率 * 35.7 34.7 36.5 35.9 37.7 38.5 38.5 39.6 
* 労働時間・所得統計調査（Annual Survey of Hours and Earnings, Offi  ce for National Statistics）に基づく低賃金委員会の推計。なお、最賃額の改定は通常毎
年10月に実施されるが、同調査は4月時点のものであるため、上記は各年の改定額について、翌年4月の賃金水準と比較している（例えば99年の35.7%は、2000
年4月の平均賃金に対する比率）。また、2004年と2006年にそれぞれ集計方法が変更されており、このためこの前後の数値は接続していない。
出典：National Minimum Wage: Low Pay Commission Report 2008
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欧
な
ど
か
ら
の
若
い
外
国
人
労
働
者

の
急
激
な
流
入
と
、
高
齢
者
の
労
働

市
場
へ
の
残
留
な
ど
が
大
き
い
と
み

て
い
る
。

改
定
額
、
景
気
の
陰
り
に
配
慮

　

前
年
の
改
定
は
、
平
均
賃
金
や
物

価
水
準
の
上
昇
率
よ
り
低
い
伸
び
に

と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一
〇
〇

万
人
前
後
の
雇
用
者
が
、
改
定
の
恩

恵
を
直
接
被
る
こ
と
に
な
っ
た
と
委

員
会
は
推
計
し
て
い
る
。
今
年
一
〇

月
か
ら
の
改
定
額
に
関
し
て
は
、
二

二
歳
以
上
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る

基
本
額
を
五
・
七
三
ポ
ン
ド
（
三
・

八
％
増
）
と
す
る
ほ
か
、
一
八
〜
二

一
歳
向
け
額
に
つ
い
て
四
・
七
七
ポ

ン
ド
（
三
・
七
％
増
）、
一
六
〜
一

七
歳
向
け
額
に
つ
い
て
三
・
五
三
ポ

ン
ド
（
三
・
八
％
増
）
と
す
る
よ
う

政
府
に
提
案
し
て
い
る
。
昨
年
に
続

い
て
、
平
均
賃
金
の
上
昇
率
（
四
・

〇
％
）
を
下
回
る
今
回
の
改
定
は
、

ア
メ
リ
カ
で
発
生
し
た
金
融
危
機
の

余
波
で
、
長
期
に
わ
た
り
持
続
し
て

き
た
好
景
気
に
陰
り
が
見
え
始
め
て

い
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
大
き
い
。
ま

た
同
時
に
、
こ
こ
数
年
の
最
賃
額
の

急
速
な
増
加
を
抑
制
す
る
と
い
う
意

図
も
あ
る
。
委
員
会
は
、
ほ
ぼ
昨
年

と
同
等
の
労
働
者
が
影
響
を
受
け
る

と
み
て
い
る
。

　

一
方
、
改
定
を
め
ぐ
る
労
使
の
意

見
は
、
ほ
ぼ
例
年
通
り
の
内
容
と
い

え
る
。

　

使
用
者
側
は
、
最
低
賃
金
制
度
自

体
に
は
理
解
を
示
し
て
お
り
、
今
回

の
改
定
に
も
比
較
的
好
意
的
な
立
場

だ
。
し
か
し
、
改
定
に
よ
る
人
件
費

増
の
影
響
は
企
業
に
対
し
て
重
い
負

担
と
な
っ
て
お
り
、
採
用
の
抑
制
、

労
働
時
間
の
削
減
の
ほ
か
、
利
益
の

取
り
崩
し
や
価
格
転
嫁
な
ど
で
対
応

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
以
上
の
引
き
上
げ
は
競
争

力
の
低
下
と
雇
用
へ
の
悪
影
響
を
招

く
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
例
え

ば
小
企
業
連
盟
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
は
以
前

か
ら
、
地
域
ご
と
の
賃
金
水
準
の
差

を
考
慮
し
た
地
域
別
最
賃
額
の
導
入

を
政
府
に
求
め
て
い
る
。

　

対
す
る
労
組
側
の
主
張
は
、
企
業

に
は
こ
れ
ま
で
の
最
賃
額
の
改
定
に

よ
る
悪
影
響
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、

収
益
の
堅
実
さ
を
考
え
れ
ば
、
よ
り

高
い
最
賃
額
に
も
対
応
可
能
な
は
ず
、

と
い
う
も
の
だ
。
今
回
の
改
定
額
に

つ
い
て
も
、
引
き
上
げ
自
体
に
は
歓

迎
の
意
を
示
し
つ
つ
、
生
活
賃
金
と

し
て
適
正
な
水
準
と
考
え
る
七
ポ
ン

ド
前
後
へ
の
引
き
上
げ
を
要
請
す
る

産
別
が
多
い
。
一
方
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

セ
ン
タ
ー
の
英
国
労
組
会
議
（
Ｔ
Ｕ

Ｃ
）
は
今
回
の
改
定
額
に
対
す
る
声

明
で
、
数
年
来
の
要
望
で
あ
る
「
六

ポ
ン
ド
以
上
へ
の
引
き
上
げ
」
を
繰

り
返
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
同
声
明
の
な

か
で
、「
基
本
額
の
一
八
歳
か
ら
の
適

用
」
も
主
張
し
て
い
る
。
年
齢
区
分

の
廃
止
を
求
め
る
意
見
は
、
労
組
以

外
に
も
自
由
民
主
党
な
ど
か
ら
も
聞

か
れ
る
が
、
若
年
層
の
雇
用
状
況
の

厳
し
さ
な
ど
か
ら
、
政
府
や
低
賃
金

委
員
会
は
こ
れ
を
現
実
的
な
選
択
肢

と
し
て
考
慮
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ

る
。
年
齢
区
分
に
つ
い
て
は
、
低
賃

金
委
員
会
も
制
度
導
入
当
初
か
ら
、

基
本
額
を
二
一
歳
か
ら
適
用
す
べ
き

と
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
が
、
政
府

は
、
若
年
層
の
教
育
訓
練
を
促
進
し

た
い
と
の
考
え
か
ら
、
現
在
ま
で
こ

れ
を
採
用
し
て
い
な
い
。

委
員
会
提
言
、
法
令
遵
守
状
況
の

改
善
求
め
る

　

報
告
書
は
政
府
に
対
す
る
提
言
と

し
て
、
最
賃
額
の
大
幅
な
引
上
げ
を

企
業
に
求
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
企

業
に
お
け
る
法
令
遵
守
状
況
を
改
善

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
よ
り
効

果
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
履
行
確
保
体

制
の
強
化
を
求
め
て
い
る
。
関
係
者

へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
か
ら
、
外
国

人
労
働
者
に
対
す
る
違
反
が
増
加
し

て
い
る
可
能
性
や
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ

ッ
プ
な
ど
の
名
目
で
最
賃
以
下
も
し

く
は
無
給
の
就
労
の
横
行
、
ま
た
住

み
込
み
の
仕
事
（sleepover

）
で

の
宿
泊
費
の
天
引
き
な
ど
を
め
ぐ
る

混
乱
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

た
め
だ
。
た
だ
し
委
員
会
は
、
全
般

的
な
遵
守
状
況
に
つ
い
て
は
楽
観
的

で
、
大
半
の
企
業
は
最
賃
制
度
を
遵

守
し
て
お
り
、
違
反
事
例
に
つ
い
て

も
多
く
は
制
度
に
関
す
る
知
識
不
足

に
起
因
す
る
も
の
と
み
て
い
る
。

　

政
府
は
現
在
、
履
行
確
保
を
実
施

し
て
い
る
歳
入
関
税
庁
の
監
督
官
の

権
限
強
化
や
、
違
反
雇
用
主
に
対
す

る
罰
則
の
強
化
な
ど
を
進
め
て
お
り
、

委
員
会
は
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
評

価
し
て
い
る
。
ま
た
政
府
内
部
で
は
、

地
域
別
最
低
賃
金
の
導
入
が
検
討
さ

れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
今
の

と
こ
ろ
詳
細
な
方
針
な
ど
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。　

〔
注
〕
五
月
一
日
時
点
で
の
一
ポ
ン
ド
の

対
円
相
場
は
約
二
〇
五
円
。

（
国
際
研
究
部　

樋
口
英
夫
）

ア
メ
リ
カ

三
月
の
失
業
率
五
・
一
％
に

上
昇―

失
業
保
険
給
付
拡
充

の
議
論
浮
上

労
働
統
計
局
は
四
月
四
日
、
二
〇

〇
八
年
三
月
期
の
失
業
率
を
五
・
一

％
と
発
表
、
前
月
の
四
・
八
％
か
ら

〇
・
三
％
の
上
昇
と
な
っ
た
。
非
農

業
部
門
で
八
万
人
の
雇
用
機
会
が
喪

失
し
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ

の
被
害
に
よ
っ
て
卸
売
業
を
中
心
に

雇
用
減
と
な
っ
た
二
〇
〇
五
年
九
月

以
来
の
高
い
失
業
率
と
な
っ
た
。
住

宅
市
場
の
低
迷
な
ど
に
よ
る
建
設
業

で
の
五
万
一
〇
〇
〇
人
の
減
少
、
自

動
車
販
売
の
低
調
な
ど
に
よ
る
製
造

業
で
の
四
万
八
〇
〇
〇
人
の
減
少
が

目
立
つ
。
金
融
不
安
や
消
費
の
低
迷

が
影
響
し
、
サ
ー
ビ
ス
部
門
で
も
金

融
で
五
〇
〇
〇
人
の
減
、
小
売
業
で

一
万
二
四
〇
〇
人
の
減
と
な
っ
た
。

長
期
化
す
る
失
業

失
業
の
長
期
化
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
プ
ロ
イ
メ

ン
ト
・
ロ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報

告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
一
年
三
月

の
時
点
（
直
近
の
景
気
低
迷
の
開
始

時
点
）
で
平
均
失
業
期
間
が
一
二
・

八
週
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇

〇
八
年
一
月
の
平
均
失
業
期
間
は
一

七
・
五
週
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

六
カ
月
以
上
失
業
状
態
に
あ
る
労
働

者
数
は
、
一
九
九
〇
年
の
景
気
低
迷

開
始
時
で
六
八
万
八
〇
〇
〇
人
、
二

〇
〇
一
年
の
景
気
低
迷
開
始
時
で
六

九
万
六
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
二
〇
〇
八
年
一
月
時
は
約
一

四
〇
万
人
と
倍
増
し
て
い
る
と
指
摘

す
る
。

経
済
刺
激
策
の
模
索

失
業
が
問
題
化
す
る
な
か
、
ナ
ン

シ
ー
・
ペ
ロ
シ
下
院
議
長（
民
主
党
）

は
二
月
に
決
定
さ
れ
た
景
気
刺
激
策

に
加
え
て
一
五
〇
〇
億
ド
ル
規
模
の

対
策
を
実
施
す
る
必
要
性
を
訴
え
て

い
る
。
ペ
ロ
シ
議
長
は
住
宅
所
有
者

へ
の
支
援
策
や
減
税
策
を
訴
え
て
い

る
。ロ

イ
・
ブ
ラ
ン
ト
下
院
議
員
（
共

和
党
・
ミ
ズ
ー
リ
州
選
出
）
ら
は
減

税
策
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
、
オ

リ
ン
ピ
ア
・
ス
ノ
ウ
上
院
議
員
（
共

和
党
）
は
、
選
出
の
メ
イ
ン
州
の
失

業
率
が
高
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
懸

念
し
、
失
業
手
当
の
追
加
を
提
案
し

て
い
る
。
実
際
、
下
院
で
は
失
業
保

険
期
間
の
延
長
を
議
論
す
る
動
き
が

あ
る
。

失
業
保
険
給
付
期
間
延
長
の
動
き

ア
メ
リ
カ
の
失
業
保
険
給
付
は
州

ご
と
に
行
わ
れ
る
。
給
付
期
間
は
各

州
で
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
勤
続
期
間
に

応
じ
て
一
三
週
か
ら
最
長
二
六
週
と

す
る
州
が
多
い
（
表
１
参
照
）。

二
〇
〇
八
年
一
月
に
は
ジ
ム
・
マ
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ク
デ
ル
モ
ッ
ト
下
院
議
員（
民
主
党
・

ワ
シ
ン
ト
ン
州
選
出
）
や
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ケ
ネ
デ
ィ
上
院
議
員
（
民
主
党
・

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
選
出
）
が
失

業
保
険
給
付
額
の
引
き
上
げ
や
給
付

期
間
の
延
長
に
か
か
わ
る
法
案
を
提

案
し
て
い
る
。
マ
ク
デ
ル
モ
ッ
ト
下

院
議
員
の
案
で
は
給
付
期
間
延
長
と

と
も
に
現
行
の
給
付
額
に
五
〇
ド
ル

追
加
す
る
案
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
上
院
議
員
の
案
で
は
給
付

期
間
の
三
三
週
ま
で
の
一
時
的
延
長

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ブ
ッ
シ
ュ

大
統
領
や
グ
テ
ィ
エ
レ
ス
米
商
務
長

官
ら
は
、
過
去
三
〇
年
間
で
比
較
す

れ
ば
五
・
一
％
と
い
う
水
準
は
平
均

よ
り
も
低
い
値
で
あ
る
と
し
て
給
付

拡
大
の
動
き
に
対
し
て
反
対
の
意
向

を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
見

解
に
対
し
て
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学

の
ア
ラ
ン
・
ク
ル
ー
ガ
ー
教
授
は
、

人
口
年
齢
構
成
が
高
齢
化
し
て
い
る

た
め
、
三
〇
年
の
ス
パ
ン
で
比
較
す

る
こ
と
は
誤
解
を
生
じ
る
と
指
摘
す

る
。
労
働
力
人
口
が
総
人
口
に
占
め

る
割
合
が
一
九
九
〇
年
の
六
四
％
か

ら
六
二
％
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
だ

け
を
見
て
も
、
失
業
率
の
上
昇
は
か

つ
て
よ
り
も
深
刻
な
こ
と
を
意
味
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

前
回
の
景
気
後
退
局
面
に
際
し
、

下
院
で
は
二
〇
〇
二
年
に
失
業
保
険

給
付
の
一
三
週
延
長
を
可
決
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
景
気
低
迷
の
開
始

か
ら
時
間
が
か
な
り
経
過
し
て
か
ら

の
遅
い
決
断
で
あ
っ
た
。
一
九
九
〇

年
に
は
一
三
週
の
延
長
が
決
定
さ
れ

合
計
で
二
六
週
と
な
り
、
い
く
つ
か

の
州
で
は
三
三
週
ま
で
の
追
加
的
な

給
付
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
政
府
が
失
業
保
険
給
付
期

間
の
延
長
に
は
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ

て
い
る
こ
と
に
も
理
由
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
決
定
は
、
景
気
の
後
退
を

正
式
に
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
で
あ
る
。

州
別
の
失
業
率

州
別
で
は
ミ
シ
ガ
ン
州
が
七
・
二

％
で
最
高
の
水
準
に
あ
る
。
た
だ
、

ミ
シ
ガ
ン
州
内
の
デ
ト
ロ
イ
ト
、
ウ

ォ
ー
レ
ン
、
リ
ボ
ニ
ア
地
域
に
着
目

す
れ
ば
、
七
・
七
％
と
さ
ら
に
高
い

水
準
に
あ
る
。

こ
の
他
、
六
％
以
上
の
高
い
値
を

示
し
て
い
る
州
は
、
ア
ラ
ス
カ
、
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
、

ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
ロ
ー
ド
ラ
ン
ド
で
あ

る
。
逆
に
、
低
い
水
準
に
あ
る
州
は
、

サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
（
二
・
五
％
）、
ネ

ブ
ラ
ス
カ
（
二
・
九
％
）、
ノ
ー
ス

ダ
コ
タ
（
三
・
一
％
）、
オ
ク
ラ
ホ

マ（
三
・
一
％
）、ワ
イ
オ
ミ
ン
グ（
三
・

一
％
）
で
あ
る
。

前
年
同
月
と
比
較
し
て
最
も
大
き

く
悪
化
し
た
州
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ネ
バ
ダ
で
、
と
も

に
一
・
二
％
上
昇
し
て
い
る
。
一
方
、

改
善
し
て
い
る
の
が
オ
ク
ラ
ホ
マ

（
一
・
二
％
低
下
）、
サ
ウ
ス
ダ
コ

タ
（
〇
・
五
％
低
下
）
な
ど
五
つ
の

州
で
あ
る
（
表
２
参
照
）。

 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
雇
用
発
展
局

に
よ
る
四
月
一
八
日
の
発
表
で
は
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
三
月
期
の
失

業
率
は
六
・
二
％
で
、
二
月
期
の
五
・

七
％
か
ら
悪
化
し
た
。
前
年
同
月
の

五
・
〇
％
か
ら
急
速
に
悪
化
し
て
い

る
。カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
産
業
別
の

雇
用
失
業
動
向
に
目
を
向
け
れ
ば
、

建
設
お
よ
び
金
融
の
雇
用
労
働
者
数

が
そ
れ
ぞ
れ
九
・
六
％
、
四
・
七
％

減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
シ

ュ
ワ
ル
ツ
ネ
ッ
ガ
ー
州
知
事
は
住
宅

建
設
と
金
融
業
で
の
雇
用
は
減
っ
て

き
て
い
る
も
の
の
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
経
済
に
と
っ
て
の
主
要
な
産
業

で
は
依
然
と
し
て
雇
用
は
増
加
し
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

〔
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表１：州別失業保険の類型

給付期間（週） 週給付額（ドル）
最低額 最高額

アラバマ州 15-26 45 235
アラスカ州 16-26 44-68 248-320
アリゾナ州 12-26 60 240
アーカンソー州 9-26 73 409
カリフォルニア州 14-26 40 450
コロラド州 13-26 25 413-455
コネチカット州 26 15-30 501-576
デラウェア州 24-26 20 330
ワシントンＤＣ 19-26 580 359
フロリダ州 9-26 32 275
ジョージア州 6-26 44 320
ハワイ州 26 5 523
アイダホ州 10-26 58 364
イリノイ州 26 51-70 369-511
インディアナ州 8-26 50 390
アイオワ州 9-26 51-62 347-426
カンザス州 10-26 101 407
ケンタッキー州 15-26 39 415
ルイジアナ州 21-26 10 258
メイン州 14-26 57-85 331-496
メリーランド州 26 25-65 380
マサチューセッツ州 10-30 32-48 600-900
ミシガン州 14-26 113-143 362
ミネソタ州 10-26 38 ※
ミシシッピ州 13-26 30 210
ミズーリ州 8-26 45 320
モンタナ州 8-28 114 386
ネブラスカ州 14-26 30 298
ネバダ州 12-26 16 362
ニューハンプシャー州 26 32 427
ニュージャージー州 1-26 85-97 560
ニューメキシコ州 -26 66-99 355-455
ニューヨーク州 26 40 405
ノースカロライナ州 13-26 39 457
ノースダコタ州 12-26 43 385
オハイオ州 20-26 103 365-493
オクラホマ州 18-26 16 392
オレゴン州 3-26 108 463
ペンシルバニア州 16又は26 35-43 539-547
ロードアイランド州 8-26 68-118 513-641
サウスカロライナ州 15-26 20 326
サウスダコタ州 15-26 28 285
テネシー州 13-26 30 275
テキサス州 10-26 57 378
ユタ州 10-26 26 427
バーモント州 26 61 409
バージニア州 12-26 54 363
ワシントン州 1-26 122 515
ウェストバージニア州 26 24 408
ウィスコンシン州 12-26 53 355
ワイオミング州 11-26 28 387
資料出所：労働省ホームページ , EMPLOYMENT AND TRAINING 
ADMINISTRATION, Offi  ce of Workforce Security（SIGNIFICANT 
PROVISIONS OF STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE LAWS　
JANUARY 2008）より筆者が作成
http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm
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フ
ラ
ン
ス

保
険
料
拠
出
期
間
の
延
長
が

柱―

公
的
年
金
制
度
改
正
、

政
労
間
の
協
議
開
始―

公
的
年
金
の
制
度
改
正
を
二
〇
〇

八
年
に
実
施
す
る
予
定
の
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
政
府
と
労
組
に
よ
る
協
議
が

三
月
二
七
日
か
ら
始
ま
っ
た
。
フ
ル

ペ
ン
シ
ョ
ン
（
年
金
の
満
額
）
受
給

に
必
要
な
保
険
料
拠
出
期
間
を
現
行

の
四
〇
年
か
ら
四
一
年
に
延
長
す
る

と
い
う
の
が
、
今
回
の
改
正
の
大
き

な
柱
。
労
組
側
は
抵
抗
し
て
い
る
も

の
の
、
財
政
状
況
の
悪
化
と
い
う
現

実
を
前
に
「
中
高
年
の
雇
用
が
確
保

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
改
正
は
や
む
を

得
な
い
」
と
い
う
声
が
上
が
る
な
ど
、

足
並
み
に
や
や
乱
れ
が
み
え
始
め
て

い
る
。

　
　
　

二
〇
〇
八
年
の
改
正
に
向
け
て

フ
ラ
ン
ス
の
公
的
年
金
制
度
は
、

職
業
・
階
層
別
に
分
立
し
て
お
り
、

そ
の
う
ち
私
企
業
部
門
の
商
工
業
被

用
者
（
民
間
部
門
）
を
対
象
と
し
た

「
一
般
制
度
」
の
加
入
者
数
が
最
大

で
あ
る
。
公
的
年
金
制
度
に
は
、
こ

の
他
に
国
家
公
務
員
を
対
象
と
し
た

「
国
家
公
務
員
制
度
」、
地
方
公
務

員
を
対
象
と
し
た
「
地
方
公
務
員
制

度
」、
農
業
被
用
者
を
対
象
と
し
た

「
農
業
社
会
保
障
共
済
組
合
」、
さ

ら
に
、
公
共
部
門
の
職
員
の
な
か
で

も
、
国
鉄
職
員
や
パ
リ
交
通
公
団
職

員
、
電
力
・
ガ
ス
公
社
職
員
、
鉱
山

労
働
者
、
休
日
出
勤
の
多
い
オ
ペ
ラ

座
の
職
員
な
ど
を
対
象
と
し
た
「
特

別
制
度
」
が
あ
る
。
こ
う
し
た
準
公

的
セ
ク
タ
ー
に
属
す
る
人
々
は
「
重

労
働
者
」
と
み
な
さ
れ
、
保
険
料
の

拠
出
期
間
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

日
本
と
同
様
に
高
齢
化
が
進
む
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
賦
課
方
式
に
よ
る
公

的
年
金
制
度
の
財
政
均
衡
が
以
前
よ

り
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
一

九
九
三
年
に
は
、
民
間
部
門
の
フ
ル

ペ
ン
シ
ョ
ン
受
給
に
必
要
な
保
険
料

拠
出
期
間
を
三
七
・
五
年
か
ら
四
〇

年
に
伸
ば
す
制
度
改
正
を
実
施
し
た
。

続
い
て
、
一
九
九
五
年
に
は
、
公
的

部
門
（「
国
家
公
務
員
制
度
」「
地
方

公
務
員
制
度
」「
特
別
制
度
」）
の
保

険
料
拠
出
期
間
を
民
間
と
同
等
に
す

る
案
を
政
府
は
提
案
し
た
。
し
か
し
、

労
組
が
猛
反
発
し
て
大
規
模
ス
ト
を

実
施
し
、
こ
の
提
案
は
実
現
し
な
か

っ
た
。

こ
の
公
的
部
門
の
保
険
料
拠
出
期

間
は
二
〇
〇
三
年
の
制
度
改
正
で
実

現
し
、
民
間
と
公
的
部
門
の
足
並
み

が
そ
ろ
っ
た
。
た
だ
し
、
公
的
部
門

の
う
ち
「
特
別
制
度
」
は
例
外
と
し

た
。
同
年
の
改
正
で
は
同
時
に
、「
二

〇
〇
八
年
に
、
公
的
年
金
制
度
の
保

険
料
拠
出
期
間
を
公
務
員
、
民
間
部

門
と
も
に
四
〇
年
か
ら
四
一
年
に
延

長
す
る
と
同
時
に
、
財
政
状
態
を
引

き
続
き
検
証
し
、
四
年
ご
と
に
制
度

改
正
を
実
施
す
る
こ
と
」と
法
律（
通

称
・
フ
ィ
ヨ
ン
法
）
で
定
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
今
回
の
制
度
改

正
は
、
二
〇
〇
三
年
の
法
律
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
既
定
事
項
で
あ
る

と
政
府
は
主
張
し
て
い
る
が
、
労
組

側
は
こ
れ
に
反
発
し
て
い
る
。

　労
組
側
は
反
発

Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
（
フ
ラ
ン
ス
民
主
労
働

同
盟
）
は
、「
ま
ず
中
高
年
の
就
業
率

を
向
上
さ
せ
て
か
ら
、
保
険
料
の
拠

出
期
間
の
延
長
は
実
施
す
べ
き
だ
」

と
主
張
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｅ-

Ｃ
Ｇ

Ｃ(
管
理
職
組
合
総
同
盟)

も
、
中

高
年
の
明
確
な
雇
用
増
が
な
い
状
態

で
は
、
保
険
料
拠
出
期
間
を
延
長
し

て
も
意
味
が
な
い
と
反
発
。
五
五
〜

六
四
歳
の
就
業
率
は
約
三
八
％
と
い

う
低
さ
で
あ
り
、
低
迷
が
続
い
て
い

る
中
高
年
の
就
業
率
を
引
き
上
げ
る

政
策
を
先
に
実
施
す
べ
き
だ
と
主
張

し
て
い
る
。

ま
た
、
一
部
の
労
組
は
、
公
的
年

金
制
度
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、

保
険
料
の
新
た
な
賦
課
や
課
税
の
強

化
を
提
案
し
た
。
例
え
ば
、
Ｃ
Ｇ
Ｔ

-

Ｆ
Ｏ
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同
盟
・

労
働
者
の
力
）
は
、
法
人
利
益
の
う

ち
投
資
に
回
さ
な
い
分
に
課
税
を
強

化
す
る
こ
と
を
提
案
。
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
や

Ｃ
Ｇ
Ｔ
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同
盟
）

は
、
資
産
収
入
に
か
か
る
課
税
の
強

化
や
、
賃
金
以
外
の
す
べ
て
の
報
酬

を
保
険
料
賦
課
対
象
と
す
べ
き
だ
と

主
張
し
て
い
る
。

抗
議
運
動
、
足
並
み
そ
ろ
わ
ず　

こ
う
し
た
な
か
、
Ｃ
Ｇ
Ｔ
と
Ｆ
Ｓ

Ｕ
（
統
一
労
働
組
合
連
合
）、
連
帯

労
働
組
合
ユ
ニ
オ
ン
は
、
政
府
の
年

金
制
度
改
革
に
圧
力
を
か
け
る
た
め
、

三
月
二
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
各
地
で
デ

モ
行
進
を
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

し
か
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
「
政
府
の
正

式
な
改
革
案
が
ま
だ
不
明
で
あ
る
」

と
し
て
、
こ
の
日
の
抗
議
運
動
に
は

参
加
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｇ
Ｔ

-

Ｆ
Ｏ
も
保
険
料
拠
出
期
間
の
延
長

に
反
対
の
意
を
示
し
つ
つ
も
「
抗
議

す
る
に
は
、
ま
ず
労
組
間
の
団
結
が

必
要
で
あ
り
、
現
段
階
で
は
労
組
全

体
の
方
針
が
固
ま
っ
て
い
な
い
」
と

し
て
、
抗
議
運
動
へ
の
参
加
を
見
送

っ
た
。

結
局
、
三
月
二
九
日
の
デ
モ
は
、

表２：州別失業率（前年同月比）
2007年3月 2008年3月 前年度比変化

アラスカ州 6.0 6.7 0.7
アーカンソー州 5.3 4.9 -0.4
カリフォルニア州 5.0 6.2 1.2
ワシントンＤＣ 5.7 6.2 0.5
フロリダ州 3.7 4.9 1.2
ジョージア州 4.2 5.3 1.1
アイダホ州 2.8 3.0 0.2
アイオワ州 3.7 3.5 -0.2
ミシガン州 7.0 7.2 0.2
　デトロイトなど 7.4 7.7 0.3
ミシシッピ州 6.4 6.0 -0.4
ミズーリ州 4.7 5.7 1.0 
ネブラスカ州 2.7 2.9 0.2
ネバダ州 4.6 5.8 1.2
ノースダコタ州 3.2 3.1 -0.1
オハイオ州 5.5 5.7 0.2
　クリーバランドなど 5.7 6.0 0.3
オクラホマ州 4.3 3.1 -1.2
ロードアイランド州 4.9 6.1 1.2
サウスダコタ州 3.0 2.5 -0.5
テネシー州 4.5 5.6 1.1
テキサス州 4.4 4.3 -0.1
ワイオミング州 3.0 3.1 0.1
資料出所：労働統計局資料より筆者が作成
http://stats.bls.gov/news.release/pdf/laus.pdf

ミシガン州デトロイト市内
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パ
リ
で
も
主
催
者
発
表
で
一
万
人
か

ら
一
万
五
〇
〇
〇
人
（
警
察
発
表
で

四
六
〇
〇
人
）
程
度
の
参
加
に
と
ど

ま
っ
た
。
そ
の
他
ボ
ル
ド
ー
や
リ
ー

ル
、
リ
ヨ
ン
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
な
ど

フ
ラ
ン
ス
各
地
の
大
・
中
都
市
で
も

実
施
さ
れ
た
が
、
各
地
で
一
〇
〇
〇

人
程
度
（
警
察
発
表
）
が
参
加
し
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
Ｃ
Ｇ
Ｔ
は
「
抗

議
運
動
は
、
こ
れ
か
ら
拡
大
し
て
い

く
」
と
強
気
の
姿
勢
を
み
せ
て
い
た

が
、
四
月
一
六
日
の
デ
モ
も
前
回
と

同
規
模
に
と
ど
ま
り
、
労
組
の
足
並

み
に
は
や
や
乱
れ
が
見
え
始
め
て
い

る
。一

方
、
Ｍ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
（
フ
ラ
ン
ス
企

業
運
動
）
や
Ｃ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
（
中
小
企

業
経
営
者
総
連
盟
）
な
ど
の
経
営
者

団
体
は
、
保
険
料
拠
出
期
間
の
延
長

に
つ
い
て「
議
論
の
余
地
な
ど
な
い
」

と
政
府
の
制
度
改
正
案
を
支
持
し
て

い
る
。
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
は
、
保
険
料
拠

出
期
間
の
延
長
だ
け
で
な
く
、
公
的

年
金
制
度
の
支
給
開
始
年
齢
を
現
行

の
六
〇
歳
か
ら
引
き
上
げ
る
こ
と
も

提
案
し
て
い
る
。
手
工
業
者
の
団
体

で
あ
る
Ｕ
Ｐ
Ａ
は
、
保
険
料
拠
出
期

間
の
延
長
が
「
段
階
的
に
行
わ
れ
て

い
る
」
こ
と
に
賛
意
を
示
す
と
と
も

に
、
中
高
年
の
雇
用
状
況
を
改
善
す

る
方
策
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

政
府
、
強
い
決
意
表
明

労
働
・
社
会
的
関
係
・
家
族
・
連

帯
省
で
は
、「
な
ぜ
二
〇
〇
八
年
に
年

金
改
革
を
実
施
す
る
の
か
」
と
題
し
、

ベ
ビ
ー
・
ブ
ー
ム
世
代
が
年
金
受
給

年
齢
に
達
し
、
老
齢
年
金
の
財
政
状

況
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
、
二
〇
〇

三
年
の
フ
ィ
ヨ
ン
法
で
年
金
制
度
に

つ
い
て
四
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
う

原
則
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に

説
明
し
、
人
々
の
理
解
を
求
め
て
い

る
。ベ

ル
ト
ラ
ン
労
相
も
マ
ス
コ
ミ
に

対
し
「
公
的
年
金
制
度
の
財
政
状
態

は
悪
化
し
て
お
り
、
保
険
料
拠
出
期

間
の
延
長
な
し
に
は
、
フ
ル
ペ
ン
シ

ョ
ン
受
給
は
あ
り
え
な
い
」
と
強
調

し
、
今
回
の
改
正
は
な
ん
と
し
て
も

実
施
す
る
と
い
う
決
意
を
改
め
て
表

明
し
た
。
政
府
は
、
具
体
的
な
改
正

内
容
を
労
使
に
正
式
に
提
案
し
、
今

夏
ま
で
に
は
改
正
に
係
る
法
律
の
制

定
を
め
ざ
す
。

な
お
、
こ
う
し
た
改
革
に
関
連
し
、

拠
出
期
間
が
据
え
置
か
れ
て
い
た

「
特
別
制
度
」
に
つ
い
て
、
サ
ル
コ

ジ
大
統
領
は
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、

「『
特
別
制
度
』
の
保
険
料
拠
出
期

間
も
、
二
〇
一
二
年
ま
で
に
現
行
の

三
七
・
五
年
か
ら
四
〇
年
に
引
き
伸

ば
す
」
と
い
う
改
革
案
を
発
表
し
、

労
組
は
猛
反
発
し
大
規
模
ス
ト
を
実

施
し
た
。
こ
の
「
特
別
制
度
」
の
改

革
も
含
め
て
政
府
の
公
的
年
金
制
度

改
正
の
行
方
が
注
目
さ
れ
る
。

（
国
際
研
究
部　

町
田
敦
子
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

二
極
化
拡
大
へ
対
応
す
る
労

働
市
場
改
革
を
強
調―

『
対

日
経
済
審
査
報
告
書
二
〇
〇

八
年
版
』
を
発
表

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ（
経
済
協
力
開
発
機
構
）

は
四
月
七
日
、『
対
日
経
済
審
査
報
告

書
二
〇
〇
八
年
版
』
を
公
表
し
た
。

経
済
審
査
報
告
は
加
盟
国
す
べ
て
に

対
し
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
も
の

で
、
対
日
報
告
は
二
〇
〇
六
年
七
月

以
来
で
あ
る
。
今
回
の
特
徴
の
一
つ

は
、
非
正
規
労
働
者
の
増
大
に
よ
っ

て
、
正
規
と
非
正
規
に
よ
る
労
働
市

場
の
二
極
化
の
進
展
を
重
要
視
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
、

特
に
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
職
業

訓
練
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

前
回
二
〇
〇
六
年
版
の
内
容
と
比

較
（
表
１
参
照
）
す
る
と
、
①
デ
フ

レ
懸
念
に
対
す
る
政
策
金
利
引
き
上

げ
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
、
②
サ
ー

ビ
ス
部
門
の
生
産
性
を
引
き
上
げ
る

べ
き
だ
、
③
女
性
の
労
働
市
場
参
画

を
促
進
す
べ
き
だ―

―

な
ど
が
共
通

す
る
点
で
あ
る
。
一
方
で
、
財
政
再

建
に
関
し
て
は
消
費
税
率
の
引
き
上

げ
、
法
人
税
率
の
引
き
下
げ
と
い
う

踏
み
込
ん
だ
指
摘
に
な
っ
て
い
る
点

や
、
労
働
市
場
改
革
に
一
つ
の
章
を

割
い
て
重
要
視
し
て
い
る
点
が
異
な

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

消
費
税
引
き
上
げ
、
法
人
税
引
き

下
げ
を
提
唱

報
告
書
に
よ
る
と
、
日
本
経
済
は

戦
後
最
長
の
景
気
拡
大
期
に
あ
る
も

の
の
、
根
強
い
デ
フ
レ
、
膨
大
な
公

的
債
務
の
さ
ら
な
る
増
加
な
ど
の
課

題
に
直
面
し
て
い
る
。
デ
フ
レ
再
来

の
可
能
性
が
払
拭
さ
れ
る
ま
で
、
政

策
金
利
の
引
き
上
げ
に
は
慎
重
で
あ

る
べ
き
と
す
る
。
ま
た
、
財
政
赤
字

に
つ
い
て
は
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
で
は
低

下
し
た
も
の
の
公
的
債
務
残
高
は
増

加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
を
問

題
視
し
、
財
政
再
建
の
た
め
の
抜
本

的
な
税
制
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
歳

出
削
減
だ
け
で
は
な
く
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

諸
国
で
も
っ
と
も
低
い
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
と
も
っ
と
も
高
い
法
人
税

の
引
き
下
げ
を
提
案
し
て
い
る
。

サ
ー
ビ
ス
産
業
の
労
働
生
産
性
向
上

さ
ら
に
、
潜
在
的
な
成
長
率
は
税

制
改
革
に
よ
っ
て
も
押
し
上
げ
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
長
期
的
成
長

に
と
っ
て
労
働
生
産
性
を
改
善
す
る

こ
と
が
も
っ
と
も
効
果
的
な
施
策
で

あ
る
と
指
摘
。
製
造
業
部
門
の
生
産

性
の
伸
び
が
高
水
準
で
推
移
し
て
い

る
の
に
対
し
、
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
生

産
性
の
伸
び
は
低
迷
が
続
い
て
い
る

こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
の
上
で
サ
ー

ビ
ス
部
門
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
規
制
改
革
の
推
進
、

競
争
政
策
の
改
善
、
海
外
諸
国
に
対

す
る
門
戸
開
放
の
促
進
に
よ
っ
て
競

争
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
す
る
。

非
正
規
労
働
者
へ
の
職
業
訓
練
の

拡
充
を

日
本
の
非
正
規
労
働
者
の
比
率
は

雇
用
労
働
者
の
三
分
の
一
を
超
え
、

労
働
市
場
に
お
い
て
正
規
労
働
者
と

非
正
規
労
働
者
の
二
極
化
が
拡
大
し

て
い
る
。
報
告
書
は
こ
の
よ
う
な
状

況
に
対
応
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
八

年
四
月
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が

大
幅
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
て

い
る
。
改
正
内
容
は
、
正
規
、
非
正

規
間
の
差
別
的
な
処
遇
を
禁
止
す
る

こ
と
、
非
正
規
労
働
者
が
正
規
労
働

者
に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
よ
う

な
体
制
づ
く
り
を
促
す
な
ど
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
報
告
書
で
は
職
業
訓
練

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
拡
充
を
含
め
た
幅
広

い
対
策
が
必
要
だ
と
強
調
。
す
な
わ

ち
、職
業
訓
練
に
関
し
て
は
、正
規
・

非
正
規
の
間
で
格
差
が
あ
り
、
こ
れ

を
適
切
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
従
来
、
日
本
で
の
職

業
訓
練
は
、
長
期
雇
用
を
基
調
と
す
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る
企
業
内
職
業
訓
練
を
中
心
と
し
て

お
り
、
公
共
職
業
訓
練
の
役
割
は
限

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
統
計
デ
ー

タ
か
ら
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
の
他
の
諸

国
に
比
べ
て
、
日
本
は
極
め
て
限
定

的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
非
正
規
労
働
者
は
従

来
の
企
業
内
お
よ
び
公
共
の
職
業
訓

練
の
恩
恵
を
十
分
に
は
受
け
ら
れ
な

い
立
場
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
職
業

経
験
を
蓄
積
す
る
こ
と
な
く
転
職
を

繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
状
況
を
打
開
し
、
非
正
規
労

働
者
が
正
規
労
働
者
に
移
行
で
き
る

体
制
づ
く
り
が
必
要
だ
と
す
る
。

さ
ら
に
、
急
速
に
高
齢
化
す
る
人

口
構
造
に
対
す
る
対
応
が
急
務
だ
と

し
て
、
女
性
の
労
働
市
場
参
画
を
促

進
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す

る
。
具
体
的
に
は
、
家
計
を
補
助
す

る
主
婦
な
ど
の
労
働
に
対
す
る
税
制

や
社
会
保
障
制
度
の
改
革
、
子
育
て

支
援
に
よ
っ
て
女
性
が
就
業
で
き
る

環
境
づ
く
り
、
仕
事
と
家
庭
生
活
の

バ
ラ
ン
ス
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
と

す
る
。

今
回
と
二
〇
〇
六
年
版
と
の
比
較

な
お
、
今
回
の
報
告
書
は
以
下
の

よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
前
回
の
報
告
書
と
の
比
較
は

表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
１
章　

持
続
的
な
景
気
拡
大
の

た
め
の
主
要
な
挑
戦

第
２
章　

デ
フ
レ
打
開
の
た
め
の

新
し
い
金
融
政
策
の
枠
組
み

第
３
章　

政
府
支
出
の
抑
制
に
よ

る
財
政
強
化
へ
の
道
の
り

第
４
章　

財
政
の
安
定
と
経
済
成

長
を
促
進
す
る
た
め
の
税
制
改
革

第
５
章　

サ
ー
ビ
ス
部
門
の
生
産

性
向
上

第
６
章　

二
極
化
の
拡
大
と
高
齢

化
へ
対
応
す
る
労
働
市
場
改
革

〔
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表１：対日経済審査の比較（2006 年、2008 年）
2006年 2008年

提案項目 具体策 提案項目 具体策

新たな金融政策の枠組み 金利引き上げには慎重で
あるべき 新たな金融政策の枠組み 短期政策金利の維持（引

き下げを行わないこと）

財政再建
予算制度の透明性向上

財政再建
消費税引き上げ

歳出削減、課税ベースの
拡大による税収増加 法人税引き下げ

不平等と貧困の拡大＝労
働市場の二極化への対応

教育改革＝学力の階層分
化への対処

イノベーションシステム
の改善

サービス部門の生産性向
上

潜在的成長率の引き上げ

サービス部門の生産性向
上

・ 産学官の研究機関間の
連携強化 ・規制改革、競争強化

世界経済への統合強化 ・外国人労働の範囲の拡大
労働市場改革＝正規・非
正規労働の二極化への対
応

社会保険適用の拡大教育
訓練制度の改革

高齢化による生産年齢人
口の減少への対処 女性の労働参加 急速に進む人口の高齢化

への対応

女性の労働参加
・労働基準法の厳正適用
・ 仕事と家庭生活のバラ
ンス向上

資料出所：OECD報告書より筆者が作成

実収賃金
アメリカ イギリス ドイツ フランス
名目前年比 名目前年比 名目前年比 名目前年比

% % % %
2002年 2.6 3.5 2.6 3.6

3 2.2 3.4 2.0 2.8
4 2.1 4.4 1.2 2.9
5 2.9 4.0 0.9 3.0
6 4.3 4.1 1.1 3.0
7 3.8 1.3

07年3月 4.4 3.5 r 0.1 3.0
4 3.8 3.4 0.1
5 4.1 3.6 3.5
6 4.1 3.2 r 1.5 2.9
7 4.1 3.8 r 1.4
8 3.8 4.2 r 1.5
9 5.2 4.2 2.1 2.7
10 2.2 3.7 r 1.4
11 3.5 4.1 0.6
12 4.7 3.6 1.5

08年1月 3.4
2 r 3.8
3 p 4.3
4 p 1.9

資料出所： 米 : アメリカ労働統計局「Employment, Hours, and Earnings form the 
Current Employment Statistics survey」 

 独、英、仏 : 厚生労働省「労働経済指標」 
（注）速報値を含む。
 アメリカ ：非農業生産労働者。週当たり賃金。
 イギリス ：全産業。週当たり賃金。
 ドイツ   ：全産業。時間当たり賃金。
 フランス ： 全産業。時間当たり賃金。四半期ごとの指数から前年同期比

を JILPT にて推計。

実収賃金 欧米の動向

海外のデータ・トレンド


